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国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減�

　
世
帯
主
（
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
（
擬
制
世
帯
主
）
も
含
む
。）及
び
そ
の
世

帯
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
総
所
得
金

額
の
合
計
額
が
基
準
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

所
得
の
額
に
応
じ
て
均
等
割
と
平
等
割
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。�

　
軽
減
を
判
定
す
る
所
得
は
、
国
民
健
康
保

険
加
入
者
（
擬
制
世
帯
主
を
含
む
。）全
員
の

所
得
合
計
と
な
り
ま
す
。�

　
な
お
、
65
歳
以
上
の
方
の
年
金
所
得
に
つ

い
て
は
、
15
万
円
を
引
い
た
あ
と
の
所
得
が

軽
減
判
定
所
得
と
な
り
ま
す
。�

 ��������

����������������������

　
軽
減
判
定
は
、
賦
課
期
日
で
あ
る
４
月
１

日
時
点
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入
状
況
で
判

定
し
ま
す
。
賦
課
期
日
後
に
、
資
格
の
異
動

等
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
異
動
が
あ

っ
て
も
、
軽
減
判
定
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
世
帯
主
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、

そ
の
時
点
で
軽
減
判
定
を
し
な
お
し
ま
す
。�

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
伴
う
軽
減�

①
　
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
制
度
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
帯

　
　
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
減
少
し

　
　
て
も
、
世
帯
構
成
や
世
帯
の
所
得
が
変

　
　
わ
ら
な
け
れ
ば
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

　
　
度
へ
移
行
さ
れ
た
人
（
特
定
同
一
世
帯

　
　
所
属
者
）
の
所
得
や
人
数
も
軽
減
判
定

　
　
の
対
象
に
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま

　
　
で
と
同
様
の
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
　
（
５
年
間
の
特
例
）�

②
　
75
歳
に
な
る
方
が
、
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民

　
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
１
人
だ
け
と

　
　
な
っ
た
国
民
健
康
保
険
世
帯
は
、
国
民

　
　
健
康
保
険
税
の
「
医
療
給
付
費
分
」
と

　
　
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
の
平
等
割

　
　
が
半
額
に
な
り
ま
す
。（
５
年
間
の
特

　
　
例
）�

　
　
な
お
、
世
帯
主
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

　
　
適
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。�

③
　
75
歳
以
上
の
方
が
会
社
の
健
康
保
険

　
　
な
ど
の
被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者

　
　
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
そ
の
扶
養
家
族
で
あ
る
被
扶
養
者
の
方

　
　
（
65
〜
74
歳
）
が
新
た
に
国
民
健
康
保

　
　
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
は
、

　
　
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
割
と

　
　
資
産
割
が
免
除
さ
れ
、
均
等
割
が
半
額

　
　
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
被
保
険
者
が
１

　
　
人
の
場
合
に
は
、
平
等
割
も
半
額
に
な

　
　
り
ま
す
。（
２
年
間
の
特
例
）�

�

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免�

　
世
帯
主
（
主
と
し
て
世
帯
の
生
計
を
維
持

す
る
方
）
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

生
活
困
窮
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
に
は
、
申
請

を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
が

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

○
長
期
の
疾
病
な
ど
に
よ
り
就
業
不
可
能
な

　
場
合�

○
失
業
ま
た
は
廃
業
し
、
そ
の
世
帯
の
収
入

　
が
ほ
か
に
な
い
場
合�

○
右
記
に
準
ず
る
世
帯
で
生
活
困
窮
と
認
め

　
ら
れ
る
場
合�

　
減
免
は
、
減
免
申
請�

書
の
提
出
後
、
内
容
を�

審
査
し
、
適
否
が
決
定�

さ
れ
ま
す
。
減
免
適
用�

が
決
定
さ
れ
た
ら
、
申�

請
書
の
提
出
が
あ
っ
た�

月
以
降
の
国
民
健
康
保�

険
税
額
が
減
免
さ
れ
ま�

す
。�

南
部
町
の 

税
シ
リ
ー
ズ 

第
２
弾�

国
民
健
康
保
険
税�

その2

お問い合わせ先�

法勝寺庁舎 税務課�

℡ 66－4802

※
世
帯
の
中
に
所
得
が
分
か
ら
な
い
人

（
未
申
告
の
人
）が
い
る
と
軽
減
の
判
定

が
で
き
な
い
た
め
、軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。所
得
の
有
る
無
し
に
関
わ
ら

ず
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
、
ま
た
そ
の
世
帯
の
人
は
、
毎
年
必
ず

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。�

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行されたこ�
　とにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以�
　降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。�

２割�

軽減�

７割�

軽減�

５割�

軽減�

33万円＋(35万円×国民健康保険加入者及び

特定同一世帯所属者の数)

33万円以下�

33万円＋(24.5万円×世帯主を除く国民健康

保険加入者及び特定同一世帯所属者の数)
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